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令和５年１月
ごみ処理恵庭モデル検討会

はじめに

私たちが「もの」を「ごみ」だと思った瞬間に「もの」は「ごみ」に変わります。その「もの」を

「ごみ」にするか「資源」に変えるかは私たち次第。ごみを１つ減らすこと、正しく分別するこ

とで、私たちのまちの未来が変わります。今日よりもっと明日を良くするための私たち市民

１人ひとりの想い。その想いを提言書に込めました。

-私たちごみ処理恵庭モデル検討会の想い-

-ごみ処理恵庭モデルとは-

恵庭市のごみ処理体制には大きな特長があります。１．全道で先駆けて実施した戸別に

ごみを集める収集方式、２．「生ごみ」を「燃やせるごみ」と分けて資源化すること、３．市が

単独で焼却施設を運営していること、４．市の施設で産業廃棄物を処理していることです。

また、恵庭市は道内でも高いリサイクル率を誇っています。それはごみ処理の特長が活かさ

れていることや私たち市民の分別意識が高いことからです。

この先進的な特長をもつ恵庭市のごみ処理体制を私たちは『ごみ処理恵庭モデル』と呼ん

でいます。

-ごみ処理恵庭モデルの確立に向かって-

恵庭のまちは、市民活動を通してつくられてきました。きれいなまちをつくるのは、市民一

人ひとりの意識や行動の積み重ねです。

ごみ処理恵庭モデルの確立のために、まず私たちは『いま』を知ること。ごみ処理に興味を

持ち、特長を知り、課題を知ることです。

次に、 『これから』を考えること。 「当たり前」にとらわれず、良いところはもっと良く、課題

は解決に向けていろんな立場や角度から考えることです。

そして、市民・事業者・市『みんな』がつながり、それぞれが果たすべき役割と責任を理解し、

協力し、継続して取り組んでいくことが肝要です。

市民・事業者・市ができること、やらないといけないことはたくさんあります。自分たちの

できることから積極的に取り組み続けること。この提言書に込めた想いが皆様に届くことを

願っています。
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ごみ処理恵庭モデルとは

恵庭市は、札幌市と新千歳空港のほぼ中間に位置し、恵まれた交通アクセスと穏やかな

気候風土を持つまちです。農業が盛んである一方、早くから住宅地整備を進めると共に、

公共下水道や大学・専門学校、工業団地などの都市基盤の整備が進められ着実に人口が

増えてきています。

また、地形は平坦で坂が少なく、市民主導による花のまちづくりが盛んで、令和４年度

には第３９回全国都市緑化フェアが開催されるなど「ガーデニングのまち」として全国的

に認知されています。

恵庭市では、平坦でコンパクトなまちの特性を活かして、全道でも先駆けて戸別収集を

開始しました。市民の高い分別意識が醸成され、平成２４年度からは生ごみの分別収集、

バイオガス化によるエネルギー回収を行っています。こういった資源化への取り組みに

よって、恵庭市は道内３５市の中で第２位のリサイクル率を誇っており、更にリサイクルセ

ンターを就労支援型施設として障がい者雇用を促進する取り組みも検討しています。

また、広域で供用する市町村が多い中、令和２年には市単独での焼却施設を稼働させ

ました。この焼却施設とごみ処理場では、家庭ごみの処理のほかに、市内の中小企業支

援と育成を目的として、地元企業から排出される一般廃棄物と性状の変わらない産業廃

棄物を処理しています。

まちの特性を活かし、先進的な特長を持つ恵庭市のごみ処理体制を私たちは「ごみ処

理恵庭モデル」と呼んでいます。

Ⅰ
１.恵庭市の特長とごみ処理恵庭モデル

戸別
収集

産業廃棄物の受入による事業者支援

高い
分別
意識

生ごみの
バイオガス化

高い
リサイクル率

単独自治体での焼却処分

（仮）就労支援型のリサイクル施設

ごみ処理恵庭モデル イメージ

1

高い市民力・地理的優位性



１．『いま』を知ること

（1）ごみ量の推移

２

1４,1３４ 1４,４６２ 1４,1４０ 1４,２２０ 1３,６1４ 1３,７1４ 1４,２４６ 1４,1９5 1３,5０７ 1３,７２８ 

４,４９８ ４,３８２ ３,９1０ ３,９９３ ３,９９1 ４,０４９ 
４,1３９ ３,６０４ 

２,６5８ ３,０２０ 

４,８1６ 
６,４７４ 

5,４３９ 5,４０７ 5,４1２ ４,６51 ４,４３1 5,２７６ 

３,55６ ３,1０２ 

０

４,０００

８,０００

1２,０００

1６,０００

２０,０００

２４,０００

２８,０００

Ｈ２４年度 Ｈ２5年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ1年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

家庭系一般廃棄物 事業系一般廃棄物 産業廃棄物

ごみ処理恵庭モデルの確立に向かってⅡ

ごみ量が1４.5％減少。

推定される要因としては

▪焼却施設の稼働による分別変更(Ｒ１)

▪ごみ処理手数料の変更（Ｒ２)
▪社会経済活動によるもの

が挙げられます。

３４5.８０ 

３６２.８1 

３5３.２４ 

３5７.６６ 

３４４.２1 

３5０.３８ 

３７２.９６ ３７３.３1 

３5０.1８ 

３６４.３1 

３２０.００

３３０.００

３４０.００

３5０.００

３６０.００

３７０.００

３８０.００

Ｈ２４年度 Ｈ２5年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ1年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

（２）１人１日当たりの家庭系ごみ排出量の推移

「令和４年度 廃棄物処理の概要」より

「令和４年度 廃棄物処理の概要」より

分別変更(Ｒ1)、ごみ処理手数料変更

(Ｒ２)の駆込需要によりＨ３０、Ｒ1年度

は増加、改定後は減少しています。

社会経済活動や

衣類回収中止の

影響によるもの

と考えられます。

全体としてごみ処理手数料有料化

（Ｈ２２）以降は緩やかに減少傾向。

■ごみの量について

ｔ(トン)

ｇ(グラム)



5９９ ６1３
６5６

７９７

７1６
６６２

恵庭市 札幌市 江別市 千歳市 北広島市 石狩市

０.８％

1.６％

２.６％

７.０％

1４.０％

２1.1％

２７.３％

３９.２％

４３.４％

４４.5％

51.1％

5３.２％

5３.６％

８９.９％

９７.２％

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ 1００％

特になし（リデュースやリユースに関する取り組みは行っていな

い）

その他

不要品をインターネットの不用品譲渡サイトを活用して他人に譲り

渡している

利用頻度の少ないものは、レンタルやシェアリングシステムを利用

している

不要品をインターネットオークションやフリーマーケットに出品して

いる

市が行っている、小型家電回収を利用している

店舗回収（電池や牛乳パックなど）を利用している

壊れても修理して長く使用している

民間の資源物引き取り業者を利用している

使い捨ての食器、箸やスプーンなどを使っていない、もらっていな

い

不要品をリサイクルショップ等に売り渡している

マイボトルを利用している

集団資源回収を利用している

詰め替え用の商品を選んでいる

エコバック（マイバック）を利用している

回答：９９７
（３）ごみ減量のための家庭での取り組み

回答者のうち、ごみ減量のた

めの取り組みを行っていな

い方はわずか０.８％となって

います。

「令和３年度 家庭ごみに関するアンケート 調査報告書」より

ｇ（グラム)

近隣市と比較した１人１日あたりの家庭系ごみ排出量

※上表のごみ排出量は生ごみと資源物を含むため、（２)の表の数字とは一致しません。

「環境省 令和２年度一般廃棄物処理実態調査結果 」より

３

ごみ処理恵庭モデルの確立に向かってⅡ



■戸別収集について

(４)戸別収集量と世帯数の推移

２９,０００

３０,０００

３1,０００

３２,０００

３３,０００

３４,０００

３5,０００

０

２,０００

４,０００

６,０００

８,０００

1０,０００

1２,０００

1４,０００

1６,０００

Ｈ２４年度 Ｈ２5年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ1年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

可燃ごみ 不燃ごみ 生ごみ 粗大ごみ 資源物 世帯数

(世帯)
ｔ(トン)

経費がかかって

も戸別収集を維

持すべき

5７.６％

どちらとも

言えない

２６.０％

経費を減らすた

めステーション

収集にすべき

1６.４％

戸別収集のメリット

◎市民がごみや資源物を排出しやすい
◎高齢者等の排出負担が軽減される
◎事業系廃棄物を切り離すことができる
◎排出マナーの改善が期待できる
◎分別が徹底される
◎個別の排出指導等を行いやすい
◎ごみや資源物排出に対する責任感の醸成が
図られる

戸別収集のデメリット

●収集作業量が多く、収集時間がかかるため、
収集費用が増大する
●排出者自身が収集箱等を設置する必要がある
●プライバシーの問題が指摘される

「令和４年度 廃棄物処理の概要」及び「令和３年度版恵庭市統計書」より

「令和３年度 家庭ごみに関するアンケート
調査報告書」より

『戸別収集についての考え』
に関する市民への調査結果

回答：９７３

４

ごみ処理恵庭モデルの確立に向かってⅡ



「令和４年度 廃棄物処理の概要」より

3,063.23 3,041.12 
2,975.87 

2,888.22 

2,727.20 

2,598.53 
2,556.51 

2,408.36 

2,302.04 2,288.51 

2,000

2,200
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2,800

3,000

3,200

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

(5)資源物搬入量の推移
全体として資源物の搬入量は減少傾向にあります。

主な要因としては

▪デジタル化による紙・雑誌類の減少
▪事業者でのリサイクルの増加（ダンボール等）
▪マイボトルの取り組み促進によるペットボトルの排出量減少
等が推定されます。

(３)の表の回答者のうち、５割以上の方がマイボトルを使っています。

■資源について

29.3%

34.9%
35.6%

34.9%
34.4%

31.9%

33.1% 32.8%

35.2%

32.8%

20.0%

22.0%

24.0%

26.0%

28.0%

30.0%

32.0%

34.0%

36.0%

38.0%

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

（６）リサイクル率の推移

平成２４年度から生ごみを分別収集し、バイオガス化を

実施したことでリサイクル率が上昇しました。

「令和４年度 廃棄物処理の概要」より 5

ｔ(トン)

ごみ処理恵庭モデルの確立に向かってⅡ



（７）恵庭市の資源循環の取り組み

資源循環の取組が評価され、令和３年度に国土交通大臣賞（循環のみち下水道
賞）グランプリを受賞しました。

６

概 要

循環型ごみ処理システム（イメージ）

焼却施設（Ｒ２～）

下水終末処理場（Ｓ５５～）生ごみし尿処理場（Ｈ２４～）

可燃ごみ

焼却処理

生ごみし尿
浄化槽汚泥

バイオガス化処理

生ごみし尿
浄化槽汚泥

下水汚泥と
混合消化

生
ご
み
残
渣

焼
却
処
理

暖
房
・
蒸
気

焼却残渣

焼
却
処
理

乾
燥
汚
泥

高
温
脱
臭

臭
気

消
化
槽
加
温

給
湯
暖
房

汚
泥
乾
燥

埋立処理

汚水
下水処理

処理水
河川へ放流

消化ガス売払
民間業者による
発電（Ｒ２～）

ごみ処理恵庭モデルの確立に向かってⅡ

●廃棄物処理と下水処理事業との連携

●官民連携による資源循環

・生ごみを分別収集し、下水汚泥と混合処理することにより、バイオガスの発生量を増加させ

ています。

・焼却施設で発生する余熱を下水処理施設に供給し、消化槽の加温や汚泥の減容化（汚泥乾

燥）の熱源に利用しています。

・減容化した乾燥汚泥をごみと混ぜて焼却処理することで、熱エネルギーを回収しています。

・発生したバイオガスは、民間発電事業者に売却し、発電のエネルギーとして活用しています。

・バイオガスの売却費用は、各処理施設の維持管理費に充てています。
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H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度
生ごみ

処理施設

リサイクル

センター

焼却施設 ごみ処理場

旧焼却場の施設を一部利用し、市内で発生した資源物を受入れ、選別・

減容等処理を行い、市内外の資源化施設へ搬出しています。

市内で発生した燃やせるごみ、粗大ごみの他、事業系一般廃棄物、産業

廃棄物などを焼却処理しています。焼却処理に伴い発生する熱はボイラ

で回収し、施設内の暖房等に利用する他、隣接施設で利用しています。ま

た、蒸気発電機によって発生した電力は、施設内の電力の一部として利

用しています。

市内で発生した燃やせないごみ、キケンごみ、粗大ごみの他、事業系一

般廃棄物、産業廃棄物などを埋め立て処理しています。

市内の家庭及び事業活動から発生した生ごみを受入れ、破砕分別など

を行っています。隣接する下水終末処理場に送った後、下水汚泥と混合し、

バイオガスを発生させ資源化しています。

焼却施設の本格稼働開始焼却施設の試運転開始

９月より生ごみ処理場稼働開始

（８）各ごみ処理施設の概要と施設ごとの処理量

■ごみ処理施設について

焼却施設

ごみ処理場

リサイクルセンター

生ごみ処理場

「令和４年度 廃棄物処理の概要」より

ｔ(トン)

７
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（９）ごみの排出から処理まで
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リサイクル業者へ運ばれた各資源物がどのようにリサイクルされているのかを見てい

くと(下図)、ペットボトルはシート(卵パックなどの包装など)が３７％、ボトルは３

２％、繊維が２５％となっています。続いてびんは無色・茶色のびんのほとんどがガラ

スびんとして再製品化されていますが、その他は路床材・骨材(道路舗装用)、ガラス短

繊維(住宅用断熱材)が６０％以上を占めています。最後に、プラスチック容器包装は、

多くがプラスチック原料やコークス炉ガス(燃料)として再利用されています。

このように全ての資源物が同じものとして再製品化はされていない実態にあります。

●資源物処理とリサイクル

シート

３７％

ボトル

３２％

繊維

２5％

その他

６％

２４５トン

ペットボトル

ガラスびん

９９％

路床材・骨材

1％

ガラスびん(無色・茶色)

路床材

３5％

ガラス短繊維

３1％

ガラスびん

３０％

その他

４％

ガラスびん(その他)

プラスチック原料

３1％

コークス炉ガス

３1％

コークス

15％

再生樹脂

1０％

その他

1３％

２７７トン

８１トン

８９０トン

プラスチック容器包装

９「日本容器包装リサイクル協会ホームページ」より

※グラフ(下図)の値は全て令和２年度実績です。



資源物

９６.４％

可燃

３.２％

生ごみ

０.３％
不燃

０.1％

ごみ処理恵庭モデルの確立に向かってⅡ

家庭系可燃 家庭系不燃

家庭系生ごみ 家庭系資源物

可燃

７３.８％

資源物

1４.３％

生ごみ

11.1％

不燃

０.８％

不燃

６９.８％

可燃

２９.２％

資源物

０.９％

生ごみ

９5.２％

可燃

４.８％

恵庭市では、定期的に実際に排出されている家庭系ごみの内容物を調査しています。

(組成分析)

以下の円グラフはごみ種別ごとに内容物の割合を示したものです。ごみ袋については、

内容物の対象外とし、割合には含めていません。

また、各割合に用いた値は令和５年１月時点の調査結果(家庭系可燃は調査を２回

行った合計値、家庭系(不燃・生ごみ・資源物) の調査は１回の値)です。

●令和４年度 家庭系ごみの組成分析結果（速報）

1０

〈主なもの〉

・プラスチック容器包装

・雑誌類

・牛乳パック

〈主なもの〉

・汚れた資源物

・衣類布類

・紙おむつ

・フードロス

〈主なもの〉

・プラスチック類

・皮革類

〈主なもの〉

・食品外装

・フィルター

・15ｃｍ以上の

大きな生ごみ

〈主なもの〉

・汚れた紙類

（資源化不可）

※小数点第２位以下を四捨五入しているため合計が100％とならない

プラスチック容器包装・びん・缶・ペットボトル合算



■事業系ごみについて

０

２,０００

４,０００

６,０００

８,０００

1０,０００

1２,０００

Ｈ２４年度 Ｈ２5年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ1年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

可燃(一般廃棄物) 不燃(一般廃棄物) 生ごみ(一般廃棄物)

資源(一般廃棄物) 可燃(産業廃棄物) 不燃(産業廃棄物)

引き続き行う必

要がある

３３.７％

あれば良い、助かる

２９.5％なくても良い、

困らない

３.９％

特に必要ない

２.1％

どちらとも言えない、

分からない

３０.７％

ｔ(トン)

事業者が排出するごみは、排出者自らの責任において適正に処理することを原則としてい

ます。全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、特定の２０種類が産業廃棄物として法律

事業系ごみの量は減少傾向にあります。

また、事業系ごみのうち、約半分が『産業廃棄物』です。

「令和４年度 廃棄物処理の概要」より

で定められており、産業廃棄物以外は一般廃

棄物となります。市内にある民間の処理場は

産業廃棄物の一部しか受け入れていないこと

から、市内中小事業者は市外への運搬及び複

合素材の分別に関する費用負担が生じます。

恵庭市では、市内の中小企業支援・育成を目

的として、市町村に処理責任のある一般廃棄

物に加え、産業廃棄物のうち『一般廃棄物と

性状が変わらず、合わせて処理することに支

障がないもの』に限って受入れを行っていま

す。これを『合わせ産廃』と呼びます。

『合わせ産廃の必要性』に関する
事業者への調査結果

回答：３３２

「令和３年度 恵庭市の事業系廃棄物に
関する実態調査 結果報告書」 より

11

（1０）種類別事業系ごみ量の推移と産業廃棄物の処理

参考

ごみ処理恵庭モデルの確立に向かってⅡ



家庭系廃棄物 事業系廃棄物

改定
年度
全て４月１日
より改定

し尿
燃やせ
るごみ

燃やせ
ない
ごみ

生ごみ
粗大
ごみ

直接
搬入

一般
廃棄物
可燃

一般
廃棄物
不燃

一般
廃棄物
生ごみ

一般
廃棄物
資源物

産業
廃棄物
可燃

産業
廃棄物
不燃

産業
廃棄物
汚泥

H22
~ ２円/ℓ ２円/ℓ

1００円/
個

７０円
/1０ｋｇ

H23
~ ９２円 ９２円

税込
1３２円

税込
1３２円

税込
15８円

H24
~ ２円/ℓ ２円/ℓ ２円/ℓ ９２円

H25
~ ９９円 ９９円

税込
1４２円

税込
1４２円

税込
1７０円

H26
~

5０円
/1０ℓ

1００円 1００円 ９９円
税込
1４６円

税込
1４６円

税込
1７４円

H29
~

5０円
/1０ℓ

仮設加算

８８０円
/1箇所

11２円 11２円

税込８％
1６８円

税込1０％
1７1円

税込８％
1６８円

税込1０％
1７1円

税込８％
２０1円

税込1０％
２０5円

R2
~ ４円/ℓ

1００～
９００円
/個

可燃
1２８円
/1０ｋｇ
不燃
２３1円
/1０ｋｇ

1２８円 ２３1円 ９３円 11４円
税込
４００円

税込
5０９円

税込
5０９円

R4
~ ３円/ℓ ２1７円 ３４３円

（11）ごみ処理手数料の推移

■ごみ処理手数料について

家庭ごみ有料化を実施

６1.２

5９.７

７5.０

３２.４

３5.８

1９.８

３.２

４.４

5.３

０％ 5０％ 1００％

燃やせるごみ

燃やせないごみ

生ごみ

適当 高い 安い

5４.２

55.２

６０.5

６４.６

４5.5

４４.5

３９.２

３４.８

０.３

０.３

０.３

０.６

０％ 5０％ 1００％

産業廃棄物不燃

産業廃棄物可燃

一般廃棄物不燃

一般廃棄物可燃

適当 高い 安い
「令和３年度 恵庭市の事業系廃棄物に関する
実態調査 結果報告書」 より「令和３年度 家庭ごみに関するアンケート 調査報告書」より

現状(Ｒ４～)の料金設定について
(家庭系廃棄物排出者へのアンケート)

現状(Ｒ４～)の料金設定について
（事業系廃棄物排出者へのアンケート)

1２
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※1０ｋｇあたりの単価



（1２）近隣市と比較したごみ処理手数料

市町村名

恵庭市 札幌市 江別市 石狩市 千歳市 北広島市

収集方式 戸別収集 ステーション収集ステーション収集 戸別収集 ステーション収集ステーション収集

家
庭
系

可燃(円/ℓ) ３ ２ ２ ２ ２ ２
※３(Ｒ６.４.1～)

不燃(円/ℓ) ４ ２ ２ ２ ２ ２
※３(Ｒ６.４.1～)

生ごみ(円/ℓ) ２ 分別無 分別無 分別無 分別無 ２

資源物(円/ℓ) 無料 無料 無料 無料
1（プラ容器包装）
４種資源物無料

無料

粗大ごみ(円) 1００～９００ ２００～1,８００ ２5０/5００/1,０００ ２００～1,３００ ３００
２００～1,０００
※1２０～1,２００
(Ｒ６.４.1～)

直搬可燃(円/1０ｋｇ) 受入不可 ２００(清掃工場/破砕工場)
1３０(ごみ資源化工場) 15０ ８０ ６０

８０
※1２０(Ｒ６.４.1～)
※15０（Ｒ７.４.1～)

直搬不燃(円/1０ｋｇ) ２３1 ２００ 15０ ８０ ６０
８０

※1２０(Ｒ６.４.1～)
※15０（Ｒ７.４.1～)

事
業
系

一廃可燃(円/1０ｋｇ) ２1７

２００ ２００

1２０

1８０

11８
※1７０(Ｒ６.４.1～)
※２４０(可燃)/
２８０(不燃)/
２００(埋立)
（Ｒ７.４.1～)

一廃不燃(円/1０ｋｇ) ３４３

一廃生ごみ(円/1０ｋｇ) ９３
８６

※11０(Ｒ６.４.1～)
※1３０（Ｒ７.４.1～)

一廃資源物(円/1０ｋｇ) 11４ ９０ 11８
※1７０(Ｒ６.４.1～)

産廃可燃(円/1０ｋｇ) ４００ ２０1.３ 受入不可 受入不可 ２51.４
２３７

※３5０(Ｒ６.４.1～)
※４1４（Ｒ７.４.1～)

産廃不燃(円/1０ｋｇ) 5０９
２００(廃石綿以外)
３６０(廃石綿) 受入不可 受入不可 ２5０

２３７
※３5０(Ｒ６.４.1～)
※４1４（Ｒ７.４.1～)

恵庭市のごみ処理手数料は、可燃（燃やせるごみ）・不燃（燃やせないごみ）・生ごみについてそ

れぞれ異なる料金設定としています。ごみの分別を徹底することで、料金が安くなるような仕組

みとなっており、排出抑制・分別徹底・再資源化促進を図っています。

また、燃やせるごみ・生ごみの分別排出によって、ごみ処理場への燃やせないごみの搬入量が

減ることで、施設の延命化に繋がり、いまある埋立場をより長く使うことができます。

一方で、戸別収集や、市が単独で運営している焼却施設の稼働等により、多くの処理経費（コス

ト）が掛かっています。そのため、ごみ処理手数料は近隣市よりも比較的高い料金となっていま

す。処理経費の今後の見通しについてはＰ２７を参照ください。

これらを踏まえて、コストの適正化を図ること、料金設定における市民の受容性への配慮、公平

性の確保に努め、ごみ処理手数料が適切であるかを適宜検証し、運用していく必要があります。

1３

※恵庭市調べ（令和5年1月現在）

ごみ処理恵庭モデルの確立に向かってⅡ



市民・事業者・市それぞれの取り組みは密接に関わって

おり、相互の関係によって恵庭のごみ処理が成り立って

います。３者の繋がりを意識し、それぞれが果たすべき責

任と役割を理解して同じ目標に向かって協力し、継続し

て行動することが重要であると考えます。

市民一人ひとりがごみの発生抑制を意識し、ごみの減

量・減容に取り組むことが必要です。また、市は事業者

と連携した再使用・再生利用の促進や、廃棄物処理施

設の効率的で安定した運営に努め、計画的な施設改修

により、適正で持続可能な廃棄物処理を行うことが重

要であると考えます。
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発生抑制・再資源化促進

と適正で持続可能な

廃棄物処理

市民・事業者・市

の協働

処理経費の適正化と

市民利便性の向上

(1）基本的な考え方

２．『これから』を考えること

『いま』を踏まえて、ごみ処理恵庭モデルをもっと良くしていくために、『これか

ら』を考えていく基本方針を『基本的な考え方』としてまとめました。

また、大きく５つのテーマに分け検討・議論を行い、その中で生まれた目指す姿と

テーマを照らし合わせ、関連性を色別に示しています。

1４

市民利便性の高い戸別収集の維持や焼却施設の長期

的な安定稼働のために、処理経費の適正化を図る必要

があります。収集経費や廃棄物処理施設の運営経費を

見直すとともに、デジタル技術を活用したさらなる市民

利便性の向上や高齢化・人口減少社会の時代に合った

収集処理処分方法の選択が重要であると考えます。
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７

テーマ５
ごみ処理手数料

テーマ１
ごみ減量

▶発生抑制

▶分別適正化

テーマ２
排出・収集

▶ごみ袋

▶戸別収集

▶粗大ごみ収集

テーマ３
処理・施設

▶焼却施設

▶生ごみ処理施設

▶リサイクルセンター

▶ごみ処理場

テーマ４
事業系ごみ

(２)テーマとテーマ間の関係性

(３)ごみ処理恵庭モデルとして目指す姿

各テーマは下の図のようにそれぞれが密接に関わり合っています。ごみ処理恵庭

モデル検討会では、各テーマを単体で捉えるのではなく、こういった関わり合いも

意識しながら、議論を進めてきました。その中でもごみ処理手数料はごみ処理体制

と関連があり、各項目とのバランスを考慮したうえで設定する必要があります。そ

れが『ごみ減量』や『適正な排出・収集』、『適正な処理・施設の維持管理』にも繋がっ

ており、市民の適正な分別が戸別収集をはじめとした恵庭市のごみ処理体制を支

えています。
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市民・事業者・市が協働で取り組むごみ減量の更なる強化

適正分別による資源循環の更なる促進

施設の安定稼働による適切なごみ処理

継続的なごみ処理経費の見直し・適正化

ごみ処理サービスに見合った市民・事業者が受容できる手数料の設定
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２

４

６
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(４)『いま』と『目指す姿』のギャップ

● １人１日あたりの家庭系ごみ排出量が近年下がらない

●不適正排出がなかなか無くならない

●多くの市民にわかりやすく啓発していくにはどうしたらよいか

●リサイクル率を更に向上させるにはどうしたらよいか

『いまを知ること』で記載した現状と『ごみ処理恵庭モデルとして目指す姿』を比較

すると、恵庭市が抱える『いまの課題』が見えてきました。これらの課題をテーマ別

に整理しました。

テーマ２ 排出・収集について

●戸別収集は市民の希望は高いが、お金がかかる

●市民利便性を向上させていくにはどうしたらよいか

●排出困難者を減らすためにはどうしたらよいか

●施設が古くなり、機械が頻繁に故障し修理にお金がかかる

●不適正排出によって施設の機械が壊れたり、止まったりして安定稼働できないので

その分お金がかかる

●ペットボトル・缶・びんを混合収集しているので、びんが割れてペットボトルや缶の品質が

下がるし、残渣も増える

●計画的に修繕しても、年度ごとで修繕費が大きく変わるので市の財政面が圧迫される

●人件費の上昇や燃料費、消耗品等の価格高騰によって、今のサービスを維持するために

は更にお金がかかる

●どこまで市民に負担を求められるか

●事業系ごみの分別徹底を図るにはどうしたらよいか

●排出者責任をどこまで負わせるか

テーマ３ 処理・施設について

テーマ４ 事業系ごみについて

テーマ５ ごみ処理手数料について

1６

テーマ１ ごみ減量について
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（１）ごみの減量について

（２）分別適正化について

Ｒ４～Ｒ６（短期） Ｒ７～Ｒ１６（中期） Ｒ１７～（長期）

市民の取り組み
▶マイバッグ・マイ箸・マイボトル
▶ごみ処理に関して興味を持つ・知る

▶マイバッグ・マイ箸・マイボトル
+αを継続して利用

事業者の取り組み
▶商品ラベル包装の簡素化
▶ペットボトル→リターナブルびんへ

▶びん残渣の出ない商品の開発

市の取り組み
▶ごみ処理コストの啓発
▶ごみを出さない生活をクローズアップ

▶デジタル媒体を活用した啓発

協働での取り組み
▶リペア・リユース事業の推進 ▶国への製品開発指導・働きかけ ▶ごみが全て再利用さ

れる仕組み・製品開発

Ｒ４～Ｒ６（短期） Ｒ７～Ｒ１６（中期） Ｒ１７～（長期）

市民の取り組み
▶子ども主体のごみについて考える組織
▶情報の習得

事業者の取り組み ▶店頭回収の拡充

市の取り組み

▶リサイクルごみ分別状況の可視化
▶子どもへの教育を通して親への意識啓発
▶ケミカルリサイクルの推進
▶ＳＮＳ・動画活用

▶転入者への分別説明

協働での取り組み

▶教育機関・管理会社と連携した学生への意識
啓発
▶イベントやゲームの企画（ごみ問題について）
▶福祉関係者との意見交換・情報共有

▶マイナンバーカードなど
を活用したポイント還元

▶分別・排出困難者ゼロへ

テーマ１ ごみ減量

▶分別に対する知識の向上（市民）

▶市民主体で取り組む組織や団体の活性化（市民）

▶回収ルートの不足（事業者）

▶新たな手法による啓発・ＰＲ（市）

▶教育分野、福祉分野との連携・啓発（協働）

▶減量の意識の向上・行動（市民）

▶ごみに対する関心・興味（市民）

▶商品から出るごみの回収（事業者）

▶手数料の見える化など啓発・ＰＲ（市）

▶ごみが再利用される仕組みづくり（協働）

３．『みんな』で取り組んでいくこと

1７
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ごみの減量で一番重要なのは「ごみを出さない（排出

抑制）」ことです。ごみを出さない（減らす）ことに対する

市民一人ひとりの意識を向上させ、主体的に取り組むた

めには、市民や事業者、市が連携・協働し、６Ｒ（リデュー

ス・リユース・リサイクル・リフューズ・レンタル・リペア）運

動へ繋げていく意識啓発や情報提供を行っていく必要

があります。

適正な分別の実施により、資源回収率の向上が図られるとと

もに再生利用が促進され、ごみの減量にも繋がります。集団資

源回収の活用、小型家電回収の拡充や店頭回収の利用などを

進めるとともに、ごみ分別事典や減量大作戦、出前講座、ホー

ムページなど様々な媒体で啓発を行い、情報格差をなくす取り

組みが必要です。また、事業者や市関連部署等と連携した排出

困難者を支援する取り組みも検討すべきと考えます。



Ｒ４～Ｒ６（短期） Ｒ７～Ｒ１６（中期） Ｒ１７～（長期）

市民の取り組み

事業者の取り組み

市の取り組み

▶５枚→１０枚入りなど外装袋のコスト適正化の検
討
▶現行容量種別手数料によるごみ減量・再資源化
への誘導
▶ばら売り店舗の拡充（市内では一部コンビニのみ
実施）

▶手数料見直し
▶将来的な素材（バイオプ
ラスチック）の変更検討

協働での取り組み

（１）ごみ袋について

（２）戸別収集について

テーマ２ 排出・収集

Ｒ４～Ｒ６（短期） Ｒ７～Ｒ１６（中期） Ｒ１７～（長期）

市民の取り組み

▶びん・缶・ペットボトル分別
▶住民参加の有償生活支援サービス利用
▶排出ルール（生ごみ、燃やせるごみの
置き方）の徹底

事業者の取り組み
▶清掃業務に携わる人の賃上げ、労
務環境改善（人材の確保・育成）

▶全集合住宅を優良保
管場所へ

市の取り組み

▶収集方法見直し
▶高齢者支援策
▶収集業者との情報連携
▶家庭系一般廃棄物収集限定許可（遺品
整理・ごみ屋敷対策）検討
▶最適な収集ルートの検証

▶手数料見直し
▶若い世代のアイデア吸上げ（見学
会の実施）
▶収集運搬体制の確保

▶今後の人口推移に合
わせた収集方法の検討

協働での取り組み
▶収集員の経験、知識とＩＴを活用した排
出困難者の把握

▶排出困難者（高齢者・障がい者・外国人）の把握・支援（協働）

▶収集経費圧縮のための対策（市）

▶びん残渣を抑えるための収集方式の検討（市民・市）

▶家主の入院・死去等によるごみ屋敷等への対策（市）

▶労務環境の改善（事業者）

▶５枚入りのみの為、あまり使わない人の利便性向上策（市）

▶減量意識・再資源化意識の啓発（市）

▶脱炭素に資する施策（市）
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ごみ袋については、販売枚数の変更や環境面に配慮し

た素材（バイオマスプラスチック）の変更などについて議

論されてきました。販売枚数については市民の利便性と

コストの適正化、バイオマスプラスチックについては製造

コストを加味した上で、十分に検討を行っていくべきと

考えます。

今後、高齢化が進むにつれ、戸別収集の必要性はますます

高まっていくことが予想されます。そのため、基本的には現状

の戸別収集方式は維持しつつ、デジタル技術の活用による最

適な収集ルートの検証などによって、収集経費の縮減に努め

るべきと考えます。ただ、人口減少に向かうにつれ、収集経費

の市民負担額が臨界点に達することも推察されるため、戸別

収集のメリット、デメリットを精査し、新たな収集方法の検討

も進める必要があります。



Ｒ４～Ｒ６（短期） Ｒ７～Ｒ１６（中期） Ｒ１７～（長期）

市民の取り組み
▶指定の日付で収集する

事業者の取り組み

市の取り組み

▶ＰＣ・スマホでの申し込み（２４時間受付）
体制の構築
▶収集頻度の適正化（週1から月1など）検討
▶コールセンター申込方法の周知

▶粗大ごみのリユース・リペアの
推進、再資源化ルートの検討
▶料金支払方法のデジタル化の
検討

協働での取り組み

（３）粗大ごみ収集について

▶電話受付のみの為、受付時間内に電話が出来ないと申込が

できないことへの対応（市）

▶容積の大きい粗大ごみの再利用・再資源化促進（市）

Ｒ４～Ｒ６（短期） Ｒ７～Ｒ１６（中期） Ｒ１７～（長期）

市民の取り組み

▶分別の徹底
▶収集日当日の朝に排出（冬季に生ごみが凍ら
ないよう注意）
▶水分を可能な限り絞って減量する

事業者の取り組み ▶排出ルールの遵守

市の取り組み
▶施設見学の実施（バイオガス化のＰＲ）
▶施設の適正で計画的な維持管理

協働での取り組み

（１）生ごみの処理について

テーマ３ 処理・施設

▶不適正排出の抑制（市民）

▶１日当たりの施設処理量と受入量の調整（収集体
制の見直し）（市）

1９

ごみ処理恵庭モデルの確立に向かってⅡ

粗大ごみの収集について、現状のコールセンター方式

と不燃ごみと併せて回収する方法を比較・検討し議論を

重ねてきました。それぞれメリット・デメリットがあります

が、現状のコールセンター方式をベースとして、申込受

付時間や受付窓口の拡充などの課題解決に取り組みな

がら、運用すべきと考えます。

生ごみの処理については、生ごみを地域バイオマスとして位

置づけ、下水処理施設で混合処理し、バイオガス化を図って

おり、エネルギーの有効活用の観点から、引き続き生ごみの

分別収集を継続することが重要です。バイオガスの発生量を

安定的に確保するには、適切な生ごみの分別が必要であり、

エネルギーの有効活用について積極的に市民へＰＲするとと

もに、施設の計画的な維持管理を実施する必要があると考え

ます。



一定程度の長期間で事業所運営すること、障がい者就労支援

の実績などがあり、一般就労への移行など支援ができること、

資源物処理運営視点、福祉作業所視点、経営持続性の視点を

入れ、事業者選定をする必要を確認。

（２）リサイクルセンターの運営について

Ｒ４～Ｒ６（短期） Ｒ７～Ｒ１６（中期） Ｒ１７～（長期）

市民の取り組み

▶施設見学への参加
▶洗浄して分別の徹底
▶ペットボトルのラベル・キャップの取り外し
▶簡単に取り外せるびんのラベル・キャップの取り外し

事業者の取り組み
▶ペットボトルのラベル・キャップの取り外し
▶簡単に取り外せるびんのラベル・キャップの取り外し

市の取り組み

▶見学しやすく作業員にも配慮した施設整備
▶施設見学の実施（リサイクル推進のＰＲ、見学用資料・
ＤＶＤ・パンフレット）
▶残渣率の考慮
▶事業系びん・ペットボトルの受入検討
▶リサイクル（ごみがどうなったかのか）周知・情報提供

▶製品プラの収集検討

協働での取り組み

▶不適正排出の抑制（市民）

▶施設の老朽化による修繕費の適正化（市）

▶障がい者が働きやすい施設改修（環境づくり）（協働）

▶多量のびん残渣による処理コストの適正化（市）
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２０

●目的

●協議内容について

機械設備については、少なくとも１年は故障が発生しな

いよう点検整備のうえ、移行することや、修繕は市で負

担、移行改修費は事業者負担とすることを確認。

（３）土地、建物に関すること

（７）作業所の人員に関すること

トラクターショベルを新事業者で用意すること、市が所有

しているフォークリフトを貸与することを確認。

（1）機械設備に関すること

（２）重機に関すること

修繕が必要となった場合は、市負担とすること、近隣と

の良好な事業者間運営を行うことを確認。

（４）資源物の売払いに関すること

資源物売払いに関する事務は市で実施し、事務含め委託

することが望ましい場合は委譲することも検討。

残渣処分手数料は有料とすることも検討し、その際は事

業者と事前協議を行うことを確認。

（5）残渣に関すること

（６）法人形態に関すること

市内に事業所を有し、「資源物処理を滞りなく実施」「運

営費の縮減」が可能な最適な手法を検討。

「資源物処理を滞りなく実施」「運営費の縮減」が可能な最適な

手法を検討。Ａ型を基本としつつ、障がい福祉計画との整合性

を図ること、就労移行目標人数も提案事項とすることを確認。

（８）現在働いている人の処遇に関すること

労働者の意向を踏まえたうえで、最大限雇用を継続すること

を確認。

滞りなく新事業者へ移行できるよう、期間や業務内容につい

て配慮することを確認。

建物・設備の新設も検討。

有識者や障がい者就労支援作業所運営事業者などで構成され、市内で発生した資源物の受入れ・選別・減容作業を、障

がい者就労支援事業所へ移行することの可否について協議を行うことを目的として設置された。

リサイクル施設を就労支援事業所へ移行し、障がい者

雇用の促進、処理原価の適正化を図るため、恵庭リサイ

クルパーク設置協議会での協議内容（下記）に基づき

「資源物処理を止めないこと」「福祉事業所として成り

立つこと」を大前提とし、可能な限り課題への対応策等

を示し、事業者募集をすることが必要であると考えます。

（９）事業引継ぎに関すること

（1０）その他

恵庭リサイクルパーク設置協議会

（1１）事業者の募集要件



Ｒ４～Ｒ６（短期） Ｒ７～Ｒ１６（中期） Ｒ１７～（長期）

市民の取り組み
▶分別の徹底
▶施設見学への参加

事業者の取り組み

市の取り組み

▶施設見学の実施（不適物の影響についてＰＲ）
▶施設の適正で計画的な維持管理
▶長期包括的委託の検討
▶搬入物の実態調査の実施

協働での取り組み

（３）焼却施設の運営について

（４）ごみ処理場の運営について

Ｒ４～Ｒ６（短期） Ｒ７～Ｒ１６（中期） Ｒ１７～（長期）

市民の取り組み

▶施設見学への参加
▶分別の徹底（キケン物の排出）

事業者の取り組み

市の取り組み

▶施設見学の実施（分別のＰＲ）
▶施設の適正で計画的な維持管理
▶埋立終了地の利活用の検討
▶災害廃棄物の受入対応
▶次期ごみ処理場の確保・整備

▶直接搬入手数料の見直し

▶第７期供用開始

協働での取り組み

▶不適正排出の抑制（市民）

▶施設の維持管理費の適正化（市）

▶不適正排出の抑制（市民）

▶施設の維持管理費の適正化（市）

２1
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最終処分量の縮減を図るうえでは、中間処理施設であ

る焼却施設の安定的な稼働が重要です。不適物が及ぼす

施設への影響などについて、積極的に市民へＰＲするとと

もに施設での搬入物の実態調査を定期的に実施し、分別

の徹底を図る必要があります。また、安定的な運営体制を

維持するために、適切な点検整備を実施するとともに運

営コストの効率化について検討することも必要です。

ごみ処理場は、廃棄物を処理するうえで必要不可欠

な施設であり、長期的な視野で埋立てする用地を確保

していくことが重要です。現在のごみ処理場の埋立残

余容量を常に把握し、適切な時期に次期ごみ処理場の

整備を実施する必要があります。また、維持管理コスト

を縮減するため、埋立終了したごみ処理場の廃止や利

活用について検討を進める必要があると考えます。



Ｒ４～Ｒ６（短期） Ｒ７～Ｒ１６（中期） Ｒ１７～（長期）

市民の取り組み

事業者の取り組み
▶知識の習得
▶従業員への啓発・教育
▶食品残渣の利活用

市の取り組み

▶事業者向けセミナーの実施
（ＳＮＳや動画などの活用）
▶「処理委託契約書」の未契約業者
へのアプローチ
▶事業系廃棄物の手引きの周知

▶手数料見直し ▶近隣市町村との施設の融通・連携

協働での取り組み ▶フードロス問題への取り組み

（１）事業系一般廃棄物について

テーマ４ 事業系ごみ

▶契約書の締結促進（市）

▶事業者への排出指導（市）

▶従業員への教育・指導（事業者）
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（２）産業廃棄物について

Ｒ４～Ｒ６（短期） Ｒ７～Ｒ１６（中期） Ｒ１７～（長期）

市民の取り組み

事業者の取り組み
▶知識の習得
▶従業員への啓発・教育
▶排出ルールの遵守

市の取り組み

▶事業者向けセミナーの実施（ＳＮＳや動画などの
活用）
▶受入基準の検討
▶市内や近隣の処理施設の把握
▶「処理委託契約書」の未契約業者へのアプローチ
▶事業系廃棄物の手引きの周知

▶手数料の見直し

協働での取り組み ２２

▶契約書の締結促進（市）

▶事業者への排出指導（市）

▶従業員への教育・指導（事業者）

事業系一般廃棄物の実態把握に努めるとともに、収集

運搬許可業者と協働して引き続き適正な廃棄物処理が

なされるよう、事業者へ丁寧な説明や指導を実施するこ

とが重要です。また、市施設へ搬入する事業者へは、「産

業廃棄物及び一般廃棄物処理委託契約書」の締結を積極

的に啓発し、締結を促す必要があると考えます。

産業廃棄物の実態把握に努めるとともに、引き続き

適正な廃棄物処理がなされるよう、事業者へ丁寧な説

明や指導を実施することが重要です。また、事業者支援

を目的とした「あわせ産廃」については当面の間継続す

ることとし、市施設へ搬入する事業者へは、「産業廃棄

物及び一般廃棄物処理委託契約書」の締結を積極的に

啓発し、締結を促す必要があると考えます。



テーマ５ ごみ処理手数料

２３

（1）提言内容

●排出抑制、再資源化の促進（資源回収率の向上）

●公平性の確保

●市民や事業者の意識改革

●施設の延命化

●環境への負荷軽減

●廃棄物関連施策などの財源確保
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０２ 家庭系一般廃棄物について

０１ 令和７年度からの処理手数料の応分負担の目的

●近隣市の手数料の料金水準との均衡性

ごみ減量効果が期待され、市民が概ね受容でき、近隣市の手数料の料金水準との均衡

性が図られるようにすること。

●ごみ種別で手数料の格差

適正分別、再資源化を促進できるよう、引き続きごみ種別で手数料の格差を設けること。

●資源物は無料、リサイクル市場の情報収集や再商品化ルートの開拓・確保

資源物は、適正分別や再資源化の促進へのインセンティブを維持できるよう引き続き無

料とし、更にはゼロカーボンを推進できるようにリサイクル市場の情報収集や再商品化

ルートの開拓、確保に努めること。

●粗大ごみコールセンター方式を継続

粗大ごみはコールセンター方式を継続するため、課題を解決するよう工夫するとともに、

市民の利便性向上について検討すること。

●将来的なごみ処理場運営管理費の削減

市民の直接搬入台数を抑えるなど将来的なごみ処理場運営管理費の削減も考慮できる

ように工夫すること。
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２４

０３ 事業系一般廃棄物について

●過度な税負担とならない

処理原価から過度な税負担とならないようにすること。

●近隣市の手数料の料金水準との均衡性

事業系一般廃棄物は事業者自らが責任をもって処理しなければならないが、その処理

責任は市町村にあり、市は一般廃棄物処理実施計画に沿って処理することから、事業者

が概ね受容でき、近隣市の手数料の料金水準との均衡性が図られるようにすること。

●ごみ種別で手数料の格差

ごみの減量化、減容化が図られるような取組みを実施するとともに、引き続き、ごみ種

別で手数料の格差を設けること。

●手数料検証期間を柔軟に検討

昨今の経済状況をより反映できるよう手数料検証期間を柔軟に検討すること。

●リサイクル市場の情報収集や再商品化ルートの開拓、確保、市況も鑑みた手数料設定

資源物は、適正分別や再資源化の促進、更にはゼロカーボンを推進できるよう、リサイ

クル市場の情報収集や再商品化ルートの開拓、確保に努めるとともに、市況も鑑みた手

数料設定とすること。

０４ 産業廃棄物について

●過度な税負担とならない

処理原価から過度な税負担とならないようにすること。

●経済的な負担も考慮した手数料の料金水準

市内の事業者の経済的な負担も考慮した手数料の料金水準とすること。

●ごみ種別で手数料の格差

ごみの減量化、減容化が図られるような取組みを実施するとともに、引き続き、ごみ種

別で手数料の格差を設けること。

●手数料検証期間を柔軟に検討

昨今の経済状況をより反映できるよう手数料検証期間を柔軟に検討すること。

●産業廃棄物の受け入れを継続

市内にリサイクルや処理できる施設がなく一般廃棄物と性状の変わらない産業廃棄物

の受け入れを継続しつつ、産業廃棄物処理業者の動向を注視すること。



第７回

提言書の完成

（２）提言に至った議論の経緯

第８回

第９回

第1０回

第11回

第1２回

ごみ処理恵庭モデルの確立に向かってⅡ

２5

手数料のあり方、算定の方法について、 『手数料有料化（Ｈ２２）の目的・背

景・内容・効果』『Ｒ２手数料改定の内容・効果』『コストの考え方・ごみ量の現

況』『環境省 有料化の手引きの考え方』『Ｒ７手数料改定の目的』を基に議論を

行いました。

『環境省 一般会計基準』に則って間接経費を含めて（フルコスト）試算した

『処理原価（ごみ量全体、各部門ごと、ごみ種別ごと）』や『近隣市町村手数料

の状況』『産業廃棄物の民間受入先』について議論を行いました。

『令和２年度～令和11年度のごみ処理量の見通し(Ｒ２～Ｒ３は実績、Ｒ４～

は推計)』を基にごみ種別ごとの処理原価について議論を行いました。この

ままでは令和７年度改定時には、フルコストでの積算によって大きく処理原

価が上昇することを確認しました。

平成２２年度の家庭ごみ手数料有料化と令和２年度の手数料改定時の基

本的な考え方を確認し、令和２年度の手数料改定の算定方法について検証

を行いました。また、ごみ組成調査の速報値の情報共有を図り、ごみ処理手

数料における容量換算を組成調査の速報値に置き換え、議論を行いました。

処理手数料（処理原価と手数料負担割合）について、消化ガス売却収入の

配分を前回時から修正し内容を確認しました。また、『ごみ処理手数料の変

遷』『焼却施設稼働時に改訂したごみ処理手数料の検証』『令和７年度からの

ごみ処理手数料（案）』を踏まえて『提言書への盛り込み案』について議論を

行いました。

ごみ処理手数料について
議論を開始



「家庭ごみの有料化（平成２２年度）」は、循環型社会の形成（天然資源の消費

を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される持続可能な循環型社会の形

成）の実現とごみ減量に向けた恵庭市循環型社会形成推進施策の１つに位置づ

けられ、ごみ処理優先順位の１番目とされている「発生抑制についての施策」の

中の重要なごみ減量化方策として実施されました。

また、令和２年度の料金改定は、焼却施設が同年度から稼働したことに伴い、

ごみの分別及び収集方法、料金体系について見直しの必要があったため、平成

２９年に恵庭市廃棄物減量等推進審議会へ諮問し、平成３０年に答申を受け、実

施されました。
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施設ごとのごみ処理量（令和２年～令和11年）の見通し

ｔ（トン）

（３）手数料有料化（平成２２年度）・改定（令和２年度）の背景

（４）ごみ処理量の見通し（参考）
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（千円）

（円）

1ｋｇあたりの処理原価

処理経費（令和２年～令和11年）の見通し

処理経費が年々増加する主な要因としては

●人件費や物価の上昇

●老朽化による施設維持費の増加

などが挙げられます。

ごみを１ｋｇ処理する費用（処理原価）も、全体の

費用（上図）に比例して増加します。

ごみ処理には、令和３年度では約１４億円かかっ

ており、令和１１年度では約２０億円かかる見通

しとなっています。

２７

（5）ごみ処理に係る処理経費（コスト）及び１ｋｇあたりの処理原価の見通し（参考）
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ごみ種別1ｋｇあたりの処理原価（家庭系ごみ）
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燃やせるごみ 燃やせないごみ 生ごみ

ごみ種別1ｋｇあたりの処理原価（事業系ごみ）

（円）

就労支援型施設への変更により、

処理原価も減少する見込み。

可燃ごみの処理原価が、

不燃ごみの処理原価を上回る。

事業系資源物については、処理量が

ごく僅かのため、原価は算定していない。

２８

家庭系ごみの処理原価には収集運搬費

も含まれているため、事業系ごみよりも

全体的に処理原価が高くなります。
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１．開催状況

回数 開催日 議事

第1回 １月２０日(木) 1.ごみ処理の現状について
２.令和３年度家庭ごみに関する市民意識調査概要について

２月から３月 恵庭市廃棄物処理施設見学

第２回 ４月２７日(水) 1.第１回ごみ処理恵庭モデル検討会及び施設見学会のまとめ
(1)家庭廃棄物指定袋の売れ行き及び製造単価
(２)粗大ごみコールセンター方式メリットデメリット
(３)リサイクルセンターのあり方について
２.第２回ごみ処理恵庭モデル議題
(1)市が市民の取り組みを促すごみ発生から収集までの現状と課題、
対応策と成果
(２)市が主体的に行うごみ発生から収集までの現状と課題、対応策
と成果
(３)市が主体的に行う廃棄物の収集後、中間処理最終処分までの現
状と課題、対応策と成果、市民への影響

第３回 ６月２９日(水) 1.令和４年度廃棄物処理の概要について
２.事業系廃棄物処理実態調査結果について
３.ごみ処理恵庭モデルの目指すゴールの共有について
４.リサイクルセンターの運営手法の検討について

第４回 ７月４日(月) 1.粗大ごみ収集の検討
(1)粗大ごみ収集の沿革
(２)粗大ごみ事前申込制の現状
(３)粗大ごみの排出状況
(４)粗大ごみ収集のあり方検討について
２.有料指定ごみ袋の検討
３.第５回以降のごみ処理恵庭モデル検討会の進め方

第5回 ７月１１日(月) 1.テーマ別ワークショップ（ごみ減量、分別適正化、ごみ袋、排出・収
集、廃棄物処理施設、事業系廃棄物）

第６回 ７月２７日(水) 1.ワークショップ（２０３５年(Ｒ1７)に向けたロードマップの検討・作
成について

第７回 ９月１５日(木) 1.ワークショップのまとめ
２.ごみ処理恵庭モデル提言(骨子案)について
３.ごみ処理手数料について

第８回 １０月１３日(木) １.ごみ処理恵庭モデル提言書(素案)について
２.ごみ処理手数料について

第９回 １０月２７日（木） 1.ごみ処理恵庭モデル提言書(案)について
２.ごみ処理手数料について
３.産業廃棄物について

第1０回 １２月８日（木） 1.ごみ処理恵庭モデル提言書(案)について
２.Ｒ２年度ごみ処理手数料の検証について
３.ごみ処理原価について
４.あわせ産廃について

第11回 １２月２２日（木） 1.恵庭リサイクルパーク設置協議会報告書について
２.令和７年度からのごみ処理手数料（案）について
３.ごみ処理恵庭モデル確立に向けた提言書（案）について

第1２回 1月２６日（木） 1.ごみ処理恵庭モデル確立に向けた提言書（最終案）について
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２．今後のスケジュール

令和４年１月
ごみ処理恵庭
モデル検討会 発足

今後は、ごみ処理恵庭モデル検討会の提言を含め、今後の廃棄物管理全般について

廃棄物減量等推進審議会へ諮問することとなります。そして、議会の議決や条例改正

を経て、ごみ処理手数料の改定が行われます。

ただし、手数料の改定がゴールではなく、その後のごみの減量やリサイクルの推進

を市民・事業者・市が一体となって継続して取り組み、限りある資源を未来へ残すこ

とが大切です。

令和5年１月
ごみ処理恵庭モデル
確立に向けた提言書 提出

令和5年４月（予定）
廃棄物減量等推進審議会
提言を踏まえた諮問書提出

令和5年5～８月（予定）
廃棄物減量等推進審議会
答申書受理

令和７年４月
ごみ処理手数料 改定

ごみ処理恵庭モデルの
継続・行動・進化

令和４年１０月
恵庭リサイクルパーク
設置協議会 発足

令和４年１１月
恵庭リサイクルパーク
設置協議会協議終了
協議結果をモデル検討会へ報告
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令和５年９月～１２月
（予定）
恵庭市議会へ
手数料改正条例案提出



３．ごみ処理恵庭モデル検討会委員

氏名 所属

会長 中尾 文子 北海道大学公共政策大学院

副会長 吉田 英樹 室蘭工業大学大学院

委員 石上 一美 公募

委員 大嶋 亮馬 チームＳｏｕ

委員 落合 信也 (株)テイクワン

委員 河野 恵美 恵庭市ひがし地域包括支援センター

委員 菅原 伸治 恵庭商工会議所（1月～1０月）

委員 中川 淳一 恵庭商工会議所（11月～）

委員 豊田 利之 山崎製パン（株）札幌工場（１月～６月）

委員 小林 貴 山崎製パン（株）札幌工場（６月～）

委員 平井 梓 ＮＰＯ法人まちづくりスポット恵み野

委員 槙 愛美 公募

（5０音順・敬称略）

４．事務局

氏名 所属

野村 孝治 恵庭市生活環境部長

小路 弘樹 恵庭市生活環境部次長

中山 真 恵庭市廃棄物管理課長

田中 徹 恵庭市廃棄物管理課施設計画主幹

石丸 直稔 恵庭市廃棄物管理課計画主査

佐藤 巧麻 恵庭市廃棄物管理課同主任技師

谷村 直宏 恵庭市廃棄物管理課管理企画主査

茂古沼 結美 恵庭市廃棄物管理課同主任主事

牧野 有紘 恵庭市廃棄物管理課同主事

坂本 大起 恵庭市廃棄物管理課同主事

水野 光代 恵庭市廃棄物管理課排出６Ｒ主査

高田 諒 恵庭市廃棄物管理課同主事

伊藤 大真 恵庭市廃棄物管理課同主事
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５．委員からのメッセージ
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子ども達が学校でＳＤＧｓについて学んでくるよう

になり、環境問題についても自分事として考えてい

く時代になったのだと感じています。

モデル検討会に委員として参加させて頂く中で、

自分の勉強不足を痛感しましたが、一人の市民とし

てはそんなものかもしれません。

環境問題に無責任なわけでもなく、ごみ問題に無

関心なわけでもない。ただ、知らなかったのです。

市民一人一人が自分事として”ごみ”について知

り、考え、行動していくことが”恵庭モデル”だと思

います。

モデル検討会に関わることができたことを誇りに

思い、話し合った未来像が現実へと歩みを進めて

いくことを切に願います。

平井 梓

「ごみ」を処分するために、

多くの人の手と限りあるエネ

ルギー資源が使われているこ

とを知りました。各々が「減ら

す・出さない」意識、工夫をす

ることで、住みよい恵庭を未

来に残すことができると思い

ます。
河野 恵美

今回ごみ処理恵庭モデル検討委員会に携

わることが出来た事に大変感謝しています。

これまで自分の出したごみがどうやって処

理されていたのか、これからどうやって処理

していくのか、これから誰が処理業務に従事

していくのか等とても勉強になりました。

市民一人ひとりの分別意識はもちろんどこ

まで皆が負担できるのかなど、まだまだ課題

はあると思いますが、今後もより良い社会の

ために協力していきたいと思います。

落合 信也

他の市町村に比べて先駆的な取

組みがされている恵庭市のごみ処

理を市民、事業者、行政それぞれ

が今を知り、一緒に考えていくこと

で、恵庭モデル確立のための行動

変化に繋げてほしいです。将来の

恵庭のために、この提言書がきっ

かけになることを願います。

槙 愛美

資源循環やごみ処理は手間のかか

ることを面倒だと嫌がらずに楽しむ気

持ちが大事だと思います。

美しい街路を慈しんで作り上げてき

た恵庭市の皆様ですから、「みんなで

取り組むこと（提言）」が実行されその

先の恵庭モデルが実現されると確信

しています。

中尾 文子
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中川 淳一

転勤族の私にとって恵庭市の戸別
収集方式による市民の高い分別意
識とリサイクル率の高さは驚きであ
りました。
この素晴らしい基盤と今まで築い
てきた取組みを、市民・事業者・市
が協力一致し発展させれば「ごみ処
理恵庭モデル」の確立へしっかりと
踏み出して行けると信じています。

小林 貴

これまでもこれからも私たちの生活とごみは切っ

ても切れない関係で身近な問題です。

豊かな生活になればなるほど、ごみ量は増加します。

皆んなでごみの減量化・資源化に取り組み、ごみ

の発生抑制・適正処理を行うことは極めて必要です。

この検討会メンバーの方々と共に、現状認識や課

題等を踏まえ、恵庭の特長を活かした「ごみ処理恵

庭モデル」について多くの協議を重ねてきました。

この「ごみ処理恵庭モデル」の確立に向けた提言

書の策定に関わらせていただいたことを光栄に思

うと同時に、この推進に努めて参りたいと思います。

ありがとうございました。

石上 一美

私たちと、私たちの大切な人のため

に、美しい地球を守る。そんなに難し

く考えず、日々の暮らしの中で、ごみ

と環境について気にかけ、誰かを頼ら

ず、一人一人がアクションを起こすこ

とだろうと思います。

私もその一人であり続けます。

大嶋 亮馬

恵庭市に永住するわけではなく、

一時的に恵庭市で暮らしている私た

ち学生にとって、ごみ処理は最も身

近でありながら、なかなか意識が向

かない事の一つとなります。しかし、

正しいごみ処理に対する理解は、未

来の私たちの生活を豊かにすること

にもつながっていることを本検討会

に参加して実感いたしました。

私が在住している胆振管内室蘭

市のごみ処理の状況との違いを感

じながら、恵庭市のごみ処理を良

くするための計画作りを、他の委

員の皆さんと意見交換しながら進

められたことは、私の貴重な経験

になりました。

吉田 英樹
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